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主なサービス内容：
•	 法人設立、及び継続的な税務のサポート
•	 企業グループ組織構成のアドバイス・設立
•	 監査業務
•	 以下のビジネスアドバイザリーサービスを事業の役員・執行委員会を通して行います。

o	 事業オペレーションに関するアドバイス
o	 事業管理に関するアドバイス
o	 キャッシュフロー、融資等の申し込みサポート

•	 豪州企業の日本への輸出事業および支店展開支援

弊社の特色：
•	 日本国内の公認会計士・税理士事務所とのネットワークを通して、日豪両国における税務のサポートが可能
•	 豪州・日本間における二重課税協定の専門知識
•	 オーストラリア貿易促進庁（Austrade）やクイーンズランド州貿易事務所などのオーストラリア政府機関との

交流
•	 クイーンズランド日本商工会議所のプレミアムメンバーシップ
•	 日本国内の専門機関との提携
•	 豪州公認日本人会計士による日本語での対応

その他のサービス：
•	 特許･商標弁護士と連携し、海外での知的財産管理を支援
•	 海外（ニュージーランド、タイ、香港、バヌアツ、米国、その他）にて設立されたオーストラリア企業が現地での

条件下で運営可能にする為の管理支援
•	 海外企業の買収支援
•	 輸入取引における取引交渉の支援、及び国内市場の分析
•	 金融機関の融資が必要な輸入業者への支援・アドバイス

日本語でのお問い合わせ：　担当：森田順平（直通電話：+61	7	3212	2617　E-Mail:	jmorita@wpca.com.au）	
までお願いいたします。また代表電話（英語）+61	7	3221	2416もご利用いただけます。

ウィリアムズ・ホール・チャドウィック（WHC）では長年にわたる日本人のお客
様とのビジネス、また日本人スタッフ雇用により得た経験や専門知識を基に、
日系企業、投資家の方々に独自の豪州ビジネスサービスを提供しております。
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ウィリアムズ・ホール・チャドウィック(WHC)	会計事務所ではお客様への新しいサービスとして、公認移民行政書士
によるビザ取得代行業務を開始いたしました。

オーストラリア永住を希望されるお客様への永住ビザのみならず、オーストラリア国内での子会社設立、及びそれ
に伴う駐在員派遣に必要な入国ビザ取得のアドバイスや取得代行業務を提供しております。またオーストラリア国
内にて事業運営されている経営者の方々には、国内での確保が難しいスキルを有する人材を、国外から調達する
際にもご利用いただけます。

弊社で取り扱い可能な入国ビザの一例：

•	 雇用主指名457一時ビザ
•	 独立技術永住ビザ・雇用者指名型永住ビザ
•	 経営者ビザ・投資家ビザ（一時及び永住）

普段利用している会計事務所で業務に必要なビザの申請を依頼できるという利便性、また弊社のスムーズで効率
の良いプロセスはお客様から高い評価を頂いております。

ウィリアムズ・ホール・チャドウィック(WHC)	会計事務所は、移民行政書士業務を提供している数少ない会計事務所
の一つです。

日本語でのお問い合わせ：　担当：森田順平（直通電話：+61	7	3212	2617　E-Mail:	jmorita@wpca.com.au）	
までお願いいたします。また代表電話（英語）+61	7	3221	2416もご利用いただけます。

お問い合わせ：
マイケル·キャメロン（英語）	
ディレクター（ＣＡ）

森田順平　（日本語）	
マネージャー（ＣＰＡ）	
豪州認定移民行政書士	
（ＭＡＲＮ：1382692）

CONTACT:
Williams	Hall	Chadwick	
Level	19,	144	Edward	Street	
BRISBANE	QLD	4000	
AUSTRALIA
Tel:	+61	7	3221	2416	
Fax:+61	7	3221	8341
general@wpca.com.au	
http://www.whca-jp.com.au/	
（日本語サイト）


